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現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
重
度

障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で

す
。
８
月
１
日
以
降
も
引
き
続

き
資
格
が
あ
る
方
に
は
、
新
し

い
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
ご
ろ

郵
送
し
ま
す
。

な
お
、
所
得
制
限
等
に
よ
り

資
格
停
止
と
な
る
方
に
つ
い
て

は
別
途
通
知
し
ま
す
。

※
従
来
の
更
新
手
続
き
は
不
要

で
す
。

問
合
せ
先

福
祉
課
　
社
会
福
祉
係
　

℡
820
―

５
６
０
５

（
福
祉
課
）

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
医
療

費
受
給
者
証
の
有
効
期
間
は
７

月
31
日
ま
で
で
す
。
該
当
さ
れ

る
方
に
は
、
通
知
書
を
７
月
下

旬
ご
ろ
郵
送
し
ま
す
の
で
、
新

し
い
受
給
者
証
（
８
月
１
日
か

ら
有
効
）
に
交
換
す
る
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
郵
送
さ
れ
た
通
知
書

・
現
在
ご
使
用
の
受
給
者
証

・
印
鑑
（
は
ん
）

・
健
康
保
険
証
（
国
民
健
康
保

険
又
は
社
会
保
険
等
）

受
付
場
所

福
祉
課

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
半

（
正
午
〜
午
後
１
時
は
除
く
）

（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）

※
開
庁
時
間
内
に
来
庁
で
き
な

い
方
の
た
め
に
、
次
の
日
程

で
休
日
又
は
夜
間
の
受
付
を

行
い
ま
す
。

問
合
せ
先

福
祉
課
　
児
童
福
祉
係

℡
820
―

５
６
０
５

（
福
祉
課
）

国
保
高
齢
受
給
者
証
に
つ
い

て
、
有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま

で
で
す
。
新
し
い
受
給
者
証
（
も

も
色
）
を
郵
送
で
７
月
末
日
ま

で
に
送
付
し
ま
す
。

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で

８
月
に
な
っ
て
も
新
し
い
受
給

者
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
住

民
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

住
民
課
　
保
険
年
金
係

℡
820
―

５
６
０
４

（
住
民
課
）

７
月
か
ら
「
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
制
度
」
が
ご
利
用
し
や

す
く
変
わ
り
ま
す
。

保
険
料
の
免
除
制
度
は
、

「
全
額
免
除
制
度
」
と
「
半
額

納
付
制
度
」
の
２
種
類
で
し
た

が
、
７
月
か
ら
は
、「
１
／
４

納
付
制
度
」（
保
険
料
の
１
／

４
を
納
付
）、「
３
／
４
納
付
制

度
」（
保
険
料
の
３
／
４
を
納

付
）
の
２
種
類
が
あ
ら
た
に
加

わ
り
、
全
額
免
除
制
度
と
３
段

階
の
一
部
納
付
制
度
に
な
り
ま

す
。
一
部
納
付
す
る
場
合
の

月
々
の
保
険
料
額
）
は
次
の
と

お
り
で
す
。

・
１
／
４
納
付→

３
千
470
円

・
１
／
２
納
付→

６
千
930
円

・
３
／
４
納
付→

１
万
400
円

こ
れ
ら
の
制
度
は
、
本
人
、

配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
所
得

が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
基
準
額

以
下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

問
合
せ
先

広
島
南
社
会
保
険
事
務
所

℡
253
―

７
７
１
０

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

℡
０
５
７
０
―

05
―

１
１
６
５

住
民
課
　
保
険
年
金
係

℡
820
―

５
６
０
４

（
住
民
課
）

対
象
者

県
内
（
広
島
市
を
除
く
）
に

１
年
以
上
居
住
し
、
今
後
も
相

当
期
間
県
内
に
居
住
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
、
18
歳
以
上
で

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？

更
新
の
手
続
き
を
！

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
受
給
者
証

受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

重
度
障
害
者
医
療
費

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
更
新
（
７０
歳
以
上
）

平
成
18
年
度
補
助
犬（
盲
導

犬
）給
付
に
つ
い
て

７月23日 
（日） 

７月24日 
（月） 

10：00～ 
12：00

夜間20：15 
ま で 延 長  

受付日時 

祭 
「あゆみ祭」に、夕涼みをかねて、
ご家族そろってお越しください。 
と　き　７月15日（土）17：00～20：00 
ところ　あゆみ生活実習所 
内　容 
　バザー、アトラクション、喫茶コ
ーナー、展示、福引きなど 
主　催　あゆみ生活実習所 
共　催　あゆみ後援会 
活動紹介 
　障害のある人達が、作業など様々
な活動を通じ快適で充実した生活を
送ることをめざしています。通所者
の福祉向上に役立てるため、商品販
売を行っています。 
商品例 
　石けん、手芸品、お茶、昆布、ラーメンなど 
問合せ先　あゆみ生活実習所 
　　　　　　℡855－2150 

（福祉課） 

※正面玄関よりお入り
ください。

毎月１７日は『青少年の日』毎月第３日曜日は【家庭の日】



視
覚
障
害
程
度
１
級
の
身
体
障

害
者
手
帳
を
所
持
す
る
方
。

そ
の
他
所
得
制
限
な
ど
の
要

件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

視
覚
障
害
者
団
体
連
合
会
事
務

局
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
書

福
祉
課
の
窓
口
に
設
置

提
出
締
切

８
月
７
日
（月）
ま
で
に
福
祉
課

に
提
出

問
合
せ
先

社
会
福
祉
法
人
　
広
島
県
視
覚

障
害
者
団
体
連
合
会
事
務
局

℡
＆
FAX
229
―

２
３
２
０

（
福
祉
課
）

対
象
者

両
親
の
い
ず
れ
か
が
原
子
爆

弾
被
爆
者
で
あ
る
方

・
広
島
被
爆
・
・
・
昭
和
21
年
６

月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

・
長
崎
被
爆
・
・
・
昭
和
21
年
６

月
４
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

申
込
期
間
　

７
月
３
日
（月）
〜

平
成
19
年
１
月
15
日
（月）

※
消
印
有
効

実
施
期
間
　

７
月
10
日
（月）
〜

平
成
19
年
２
月
28
日
（水）

（
※
精
密
検
査
は
、
平
成
19
年

３
月
10
日
（土）
ま
で
）

申
込
方
法

福
祉
課
・
中
央
地
域
健
康
セ

ン
タ
ー
・
各
公
民
館
等
に
設
置

し
て
あ
る
専
用
は
が
き
に
記
入

し
、
県
庁
被
爆
者
・
毒
ガ
ス
障

害
者
対
策
室
へ
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

検
査
費
用

無
料

※
詳
し
く
は
、
福
祉
課
・
中
央

地
域
健
康
セ
ン
タ
ー
・
各
公

民
館
な
ど
に
あ
る
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

県
庁
被
爆
者
・
毒
ガ
ス
障
害
者

対
策
室
　
　
℡
513
―

３
１
１
６

（
健
康
課
）

― 5― ―Public Information：KUMANO― ’06/7月号

　　お尋ねします・・ 

　一度、介護認定を受けたら、ず
っと介護保険のサービスが利用で
きるの？ 
 
　　お答えします・・ 

　いいえ、認定には有効期間があ
ります。 
　引き続き介護保険のサービスが
必要な場合は、更新の申請をして
いただく必要があります。更新申
請は有効期間満了の60日前からす
ることができ、更新申請の手続きは、
地域包括支援センターや指定居宅
介護支援事業所等に代行申請して
もらうことができます。 
　申請時には、介護保険被保険者
証を提示してください。 
 
問合せ先　福祉課　高齢者福祉係 

℡820－5605 
（福祉課） 

　介護保険に関するよくある質問
に対してお答えします。 

介護保険のしくみ 

被
爆
二
世
健
康
診
断

子どもを持つ保護者の
方を支える場です。育児
相談や親子の遊びなど
を通して、楽しく育児がで
きるように応援しています。 

・毎週木曜日は予約による個別相談の日です。子育て支援セ
ンター内での遊びはありません。 
・行事はいずれも11：30に終了予定です。 
・３ヵ月以下のお子さまは、午前中の行事への参加はご遠慮
ください。（個別相談には応じます。） 
・毎月の予定表は、子育て支援センターに置いてあります。
お気軽にお問い合わせください。 

●おひさまルーム　上記以外の日程　９：３０～１１：３０ 
　親子がゆったり遊べる場です。子どもと一緒におもちゃで
遊びながら、子育てのことなど、一緒にお話しましょう。ふ
れあい遊びや絵本の読み聞かせなど、楽しい遊びも紹介しま
す。３ヵ月の赤ちゃんから参加できます。 

●子育て支援センターの主な予定 

●パステルルーム 

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター 
　　：熊野町貴船99　熊野町西部地域健康センター内 
　　　　　　　　　　℡820－5502　FAX820－5504 
開設日時（※年末年始、祝日を除く） 
月～金曜日 9：30～17：00 
〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00～15：00〉 

21日（金） 

18日（火） 

28日（金） 

26日（水） 

開始時間 

９：30

10：30

10：30

９：30

行事（講師・敬称略） 

わくわくキッズ【２歳以上の子ど
もとその保護者対象】 

子育て懇談会（金澤綾子） 

親子の関り懇談会（福田宏子） 

ふわふわベビー【２歳までの子ど
もとその保護者対象】 

実施日 

13日（木）第２木曜 
開始時間 
 

９：30

場　　所 
東 公 民 館  

20日（木）第３木曜 中央ふれあい館 
８月10日（木）第２木曜 東 公 民 館  

実施日 

『パステルルーム』は地域でご利用いただけます。 
育児相談や家庭で楽しめる遊びの紹介などをしています。 　子育て中の方、子育てを応援したいと思っている方なら、

どなたでも参加できます。 
　地域で子育てを応援し、子育ての輪を広げましょう。参
加を希望される場合は、子育て支援センターに申し込みを
してください。 
と　き　７月14日（金）　９：30～11：30 
内　容　「心肺蘇生法」 
　　　　「身近におこりやすい病気、ケガの応急手当」 
講　師　日本赤十字社　幼児安全法指導員 
参加費　無料 
託　児　あり（事前の申込が必要です。） 

「ファミリーサポートセンター・子育て講座」 参加者募集！ 

『家庭の日』作文ポスター募集
募集内容：「作文」原稿用紙３枚程度、「ポスター」四つ切りの画用紙
応募締切：９月８日（金）生涯学習課　　展示：12月２日～10日　町民会館ロビー




